
令和5年度 移住、子育て・教育、住まい、仕事・起業等の支援制度、および事業等の情報

※支援制度には一定の条件があります。また、予算がなくなり次第終了となります。制度を利用される場合は、必ず担当課へお問い合わせください。

■移住

独自施策 名称 対象、補助内容など 補助金額等 問合せ先担当課

移住支援金
東京圏（条件不利地域を除く。）からの移住者に対しての移住支援

最大100万円
政策推進課

0748-69-2105

■子育て・教育

名称 対象、補助内容など 補助金額等 問合せ先担当課

独自 こどもの医療費助成制度

中学校３年生までのお子様の医療費自己負担分（入院・通院）を助成します。

※高校１年生から高校３年生までの年齢のお子さまは、令和６年４月診療分か

ら助成対象。（令和６年５月以降に申請いただいた場合は、申請月初日から

（転入の場合は転入日以降）の助成となります。

詳しくはお問い合わ

せください。

保険年金課

0748-69-2140

独自 おむつ等支給子育て支援事業

こうかおむつ便（甲賀市乳児見守り訪問）

満1歳のお誕生月まで毎月1回、ご自宅におむつなどをお届けし、声掛けや見守りを

行い、子育ての悩みや困りごとなどの相談をおうかがいします。

詳しくはお問い合わ

せください。

すこやか支援課

0748-69-2169

出産育児一時金
妊娠12週（85日以上）の国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主1子

につき50万円を支給し、出産費用の支払いに充てる制度
50万円

保険年金課

0748-69-2140

独自 ファミリーサポート事業

育児を手伝ってほしい人「おねがい会員」が、お手伝いのできる人「まかせて会員」に

有料で、育児の支援をしてもらうことができます。
詳しくはお問い合わ

せください。

甲賀市ファミリーサ

ポートセンター

0748-76-3350

こうか出産応援金

申請時点で甲賀市に住民登録されている方で、令和5年2月1日以降に保健セン

ターに妊娠の届出をした妊婦　（※ただし、産院等で妊娠をしていることが確認され

た方に限ります）

妊婦一人あたり5万円

5万円
すこやか支援課

0748-69-2169

こうか子育て応援金

申請時点で甲賀市に住民登録されている方で、令和5年2月1日以降に出生した

お子さんを養育している方

出生したこども一人あたり5万円

5万円
すこやか支援課

0748-69-2169

独自 第３子以降学校教育支援金給付

18歳未満（4月1日現在）の子どもを３人以上育てる保護者の方に対して、第３

子以降の児童生徒の学用品費等を給付し、教育費に係る負担軽減を図ります。
詳しくはお問い合わ

せください。

学校教育課

0748-69-2243

独自 英語検定料補助金

公益財団法人日本英語能力検定協会が実施する日本英語能力検定（以下、

「英語検定」）の受験に係る保護者負担を軽減するため、中学生が英語検定を受

験した場合の検定料を補助します。

検定料の全額（生

徒1人あたり1年度

につき1回限り）

学校教育課

0748-69-2243

独自 フリースクール利用児童生徒支援補助金

市内の不登校児童生徒の社会的自立を図るとともに、不登校児童生徒の通いの

場を確保するため、不登校児童生徒の保護者等に対してフリースクールを利用する

ために要する費用を補助します。

月ごとの授業料４

万円を上限

学校教育課

0748-69-2243

■住まい

名称 対象、補助内容など 補助金額等 問合せ先担当課

独自 空き家活用リフォーム推進
市内の空き家を購入又は借用して居住又は開業される方

U・Iターンの子育て世帯の方は補助金限度額に50～100万円を加算
最大50万円

商工労政課

0748-69-2188

独自 三世代同居・近居定住促進リフォーム

中学生以下の方が同居している世帯で以下の①②のいずれかに該当する世帯

①市外の子育て世帯が、親と同居または近居を目的に居住する

②市内の子育て世帯が、親と同居を目的に居住する

U・Iターンの子育て世帯の方は補助金限度額に50～100万円を加算

最大30万円
商工労政課

0748-69-2188

独自 子育て応援・定住促進リフォーム

子育て世帯/中学生以下の方が同居する世帯において、自己が所有する住宅のリ

フォーム工事を行う方

U・Iターンの子育て世帯の方は補助金限度額に50～100万円を加算

最大20万円
商工労政課

0748-69-2188

独自 空き家・農地付き空き家活用リフォーム促進

空き家や空き農地の有効活用を促進するため、市内の空き家のリフォーム工事を行

う方

U・Iターンの子育て世帯の方は補助金限度額に50～100万円を加算

最大100万円
商工労政課

0748-69-2188

独自 現代版忍者屋敷等リフォーム
空き家・空き店舗の有効活用、既存店舗の活性化を促進するため、店舗利用目

的で忍者屋敷風、町屋風にリフォーム工事を行う方
最大50万円

商工労政課

0748-69-2188

独自 サテライトオフィス等整備リフォーム事業
サテライトオフィス等の店舗利用目的で個人・法人または団体が行うリフォーム工事

最大100万円
商工労政課

0748-69-2188

独自 カーボンニュートラル推進リフォーム
ゼロカーボンシティ実現のため、環境に特化した製品を導入する工事を行う方

最大10万円
商工労政課

0748-69-2188

子育て応援空き家バンク物件購入補助事業
子育て世帯が空き家バンク登録物件を購入される際に発生した費用の一部

最大100万円
住宅建築課

0748-69-2214

耐震対策補助制度

○木造住宅無料耐震診断・補強案作成事業

○既存民間建築物耐震診断補助事業

○木造住宅耐震改修補助事業

○ブロック塀等撤去補助事業

詳しくはお問い合わ

せください。

住宅建築課

0748-69-2213

■仕事・起業

名称 対象、補助内容など 補助金額等 問合せ先担当課

独自 奨学金返還支援

奨学金等の貸与を受けて修学した市民が、これから甲賀市内の企業・事業所で働

かれる場合に、就職された月から５年間（６０ヶ月間）で最大１００万円（上

限２０万円／年）を支援

最大100万円
商工労政課

0748-69-2188

創業支援補助金

市内で新たな事業を開始（創業）する小規模企業者を対象に、創業にかかる経

費に対して、その一部を補助

補助対象経費の２

分の１以内の額

限度額３０万円

商工労政課

0748-69-2188

新規就農者への補助

６５歳未満の新規就農者に経営が安定するまでの間、最長５年間の補助
詳しくはお問い合わ

せください。

農業振興課

0748-69-2192

女性のキャリアアップ

２２歳以下の子を養育する女性を対象に、就労のために必要な資格又は免許の

取得、再就職や雇用形態の転換を支援するため、就職や仕事に役立つ資格や免

許の取得に要する経費の一部を補助

詳しくはお問い合わ

せください。

商工労政課

0748-69-2189

■生活・その他

名称 対象、補助内容など 補助金額等 問合せ先担当課

結婚新生活支援 補助金の額は、補助対象経費の１０分の１０とし、１世帯あたり３０万円を上

限とします。 最大30万円
政策推進課

0748-69-2106

若者のつどい開催支援補助 ２５歳・２６歳の学年～３３歳・３４歳の学年の皆さまが「再会」し、開催される

交流会や同窓会にかかる経費の一部を支援します。

・１人あたり上限

2,000円

・１団体あたり上限

10万円

政策推進課

0748-69-2106


